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新年は、教育界の「2007 年問題」とともにやってきた。

学校教育はもとより高等教育においてもこれまで以上に

厳しい年を迎えることになった。厳しい自然環境の中でた

くましく育った人間に成功者が多いといわれるように、危

機的状況をバネに互いに知恵を出し合い努力する短期大

学に発展の道が拓かれるのである。海の向こうでは早くか

ら「短期高等教育」が国策の最重要課題として取り上げら

れ、着実にその発展を遂げている時代にあって、その制度

化から 40 年以上を経てすでに国民的教育システムとして

定着しているわが国の短期大学にとっても、真にその教育

力や経営力が試される時が到来している。それだけに、認

証評価機関として再スタートを切った短期大学基準協会

の存在意義は今後ますます重要なものになってくること

はまちがいない。

アメリカのアクレディテーションに範をとって始まっ

たわが国の第三者評価（認証評価）の特色は、法律に基づ

く義務化を最大とし、チャーターリング付きのアクレディ

テーションであることである。国の認証要件に設置基準の

遵守を含めた点にそれが象徴的に表れており、いってみれ

ばアクレディテーションに官のシステムを残した格好に

なる。従来、設置認可に伴う視学委員の実地視察による事

後チェック機能が付加されていたが、第三者評価において

は、これをすべて国の手から離し民間（団体）に委ねるこ

とになったのである。本協会の認証評価機関は、機関会員

制によるボランタリーな団体であるが、アメリカの地区基

準協会にみられるような地域的特色や歴史性・多様性を有

しているわけではない。わが国の

他の認証評価機関も同様である。地域的特性をもって発展

してきたアメリカの場合との大きな差異はここにある。そ

して、民のシステムとしてアメリカで生まれたアクレディ

テーションが、官のシステムを含んで試行されようとして

いる点がまさしく日本的特質なのである。「日本型」アク

レディテーションが成功するかどうかは、しかしながら、

こうした基本枠組みにあるというより、むしろその運用に

かかっているといってよい。

すでに 100 年以上の歴史を有するアメリカのアクレ

ディテーションの実践から学ぶとすれば、１つは、評価基

準は常に修正、改善が加えられていること、２つは、数量

的な基準から定性的な基準へと変化していること、３つ

は、選別より向上目標に主眼が置かれていること、４つは、

画一化・標準化から高等教育機関の多様性を保持し、各教

育機関の改善を支持するシステムへと変わってきている

こと、などが挙げられる。

認証評価機関自身にはそれぞれ独自の顔をもつことが

期待される。その点では、本協会の認証評価システムは、

「ALO を配置し」「対話を重視した」「真にピアレビュー」

という優れた顔を有している。本協会による認証評価の実

践は、わが国の「短期高等教育」の発展につながるもので

なければならない。今後さらに、短期大学の多様性を尊重

し、個々の短期大学の一層の向上・充実を図り、それぞれ

の改善・改革に資するような評価システムづくりが大切で

あると考える。
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2005 年度に評価を受けるに至った経緯
青山学院女子短期大学は、源流をアメリカ人婦人宣教師

ドーラ・E・スクーンメーカーによって創始された「女子

小学校」（1874）に発している。その後、改称改組を経て、

1927 年に男子系の教育機関であった青山学院と合体し青

山学院高等女学部と改称され、これを母体に 1933 年青山

学院女子専門部（1946 年青山学院女子専門学校と改称）

が誕生した。戦後の教育改革によって 1950 年に青山学院

女子短期大学が発足し、キリスト教信仰に基づく教育・研

究の理念を掲げ、教養教育を主眼とする女子高等教育機関

として今日に至っている。本学の学科は、戦前からの、国

文、英文、家政、3 学科に加えて、教養学科、芸術学科、

子ども学科（3 年制であり、第三者評価時には 2 年制の児

童教育学科）の 6 学科が存在する。本学の教育は、「女子

短期大学は、青山学院のキリスト教信仰にもとづき、『女

子小学校』」から『青山女学院』を経て現在に至る本学院

の女子教育の伝統を継承し、女子の高等教育に専念する。

本学は、愛と奉仕に生き、社会のあらゆる局面で積極的な

貢献をなし得る覚醒した女性の育成を目指し、現実に即し

た有用な専門の学芸のみならず、全人的で世界的な視野に

立つ高度な教養教育を授ける。」との教育理念にしたがっ

て、日々の教育活動が行われている。

自己点検・評価は、すでに 1994 年度と 2002 年度に行

われていた。それは、日常的教育の展開、入試、学生生活、

就職・進学、教員組織、研究活動、国際交流、管理運営、

設備・施設等について、さらには教員の『教育研究活動報

告』までも含めて全面的な自己点検を行い、160 ページか

らなる内容の『報告書』として作成され、公表されている。

一方、認証評価制度が学校教育法第 69 条の 3 に基づき

2004 年 4 月 1 日から施行されたことにともない、本学は

2002 年度に作成した『自己点検報告書』の内容を基にす

る第三者評価のための報告書を作成し、短期大学基準協会

において評価を受けることを 2004 年度初めに教授会にお

いて決定した。具体的には、自己点検結果の「公示」と認

証評価機関による評価を受けることを教授会においてす

でに学則において定めていた。さらに、本学では全学自己

点検・評価委員会が、それぞれの学内各部の協力によって、

5 年ごとに『自己点検・報告書』を作成、公示することが、

学内規則で定められていた。したがって、2004 年 4 月、

全学自己点検・評価委員会は 2005 年度に短期大学基準協

会の行う第三者評価を受けることを委員会として発議し、

それは 6 月 23 日に教授会において承認された。

報告書の作成作業と訪問調査に備える準備作業
以上の経緯のように、本学では、自己点検・評価報告

書の作成と第三者評価を受けることが、学則によって定

められ、自己点検・評価委員会

規則が『自己点検・評価報告書』

の作成について定めている。し

たがって、第三者評価の作成に

はこの規則を準用することとし、

全学自己点検・評価委員会が中

心となって第三者評価のための

準備を行った。教授会は 2004

年 7 月 7 日に、教授会が本学副

学長でもある全学自己点検・評

価委員会委員長を ALO に選出し

た。委員会は、委員長以外に 6

学科からのそれぞれの教員 1 名

と一般教育科目から 1 名、さら

に事務職員からは青山学院大学

においてすでに『自己点検・評

価報告書』の作成に関わった経

論説１

初めての第三者評価を終えて

　

谷　本　信　也（青山学院女子短期大学　ＡＬＯ・副学長）
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験のある職員 2 名から構成された。

委員会は、まず、『基準協会の報告書作成マニュアル』

にしたがって報告書記入項目を確定し，ついで学内各部局

がどんな項目の執筆を担当するかを決定し、翌年 3 月の

教授会において，報告書の原稿執筆の依頼を行った。各部

局からの原稿は委員会が責任を持って内容を検討し、訂正

を行い追加記入等を依頼するなどして全体的統一をはか

り、最終的に印刷製本の段階へ進めた。一方、『報告書作

成マニュアル』が求めている資料、さらに必要と思われる

膨大な参考資料等に関しては、委員会主導で整備を行い、

評価員と基準協会に対し送付すべきものはその手続きを

とり、本学面接会場における参考資料等は、どの会場にど

のように整列すべきかを検討した。この後、6 月 17 日に

基準協会から評価チーム決定通知があり、報告書・関連資

料を 7 月 15 日までに評価員宛に発送した。基準協会から

の訪問調査日時決定通知は 8 月 22 日に受理した。これに

対し、各評価員宛に基準協会の訪問調査スケジュールのモ

デル（基本型）に沿った訪問時の具体的な時間配分や学内

視察計画に関しての本学のプランを送付した。評価チーム

責任者からの返答を受けた後、本委員会と本学事務室の間

でどの項目の面接調査に対しどの担当者を臨席させるか

を相談し、遺漏のないよう訪問調査に備えた。

訪問調査
10 月 2 日（日）夜は、本学が準備した近くのホテルに

宿泊していただいた。翌 3 日（月）9 時から、本学での訪

問調査が進められた。初日は、午前午後計二度の面接調査、

学内視察が行われた。午前の面接は、学院本部から理事長、

総合企画部部長が、本学側は、学長、ALO、6 学科の各

主任と一般教育科目主任、宗教主任、学生部長、図書館長、

研究所長、教育メディア運用室長、ならびに事務部長、事

務部長代理、が参加した。学内視察も、事務室、会議室、

教室はもとより、学生相談室、保健室、図書館、教員研究室、

礼拝堂、宗教活動センター、ギャラリー、講堂、食堂、売店、

部室、実験実習室、マルチメディア教室、体育館等を短い

時間のなかで、丁寧に行っていただいた。午後は、領域Ⅱ、

領域ⅢとⅣ、領域ⅤとⅦ、領域Ⅷ等と、4 グループに分か

れた。翌日は、教学関係を扱うグループと財務関係を扱う

グループに分かれて、面接調査が行われた。この後、全員

が一会場に集まり、評価員による講評を受けた。この日の

午後の評価員会議をもって、本学に対する訪問調査は終了

した。5 名の評価員は、やむなく内容が大部となってしまっ

た本学の『報告書』ならびに関連資料をていねいに読んで

いただき、本学の教育の特質について十分に理解してくだ

さった。今回の調査に対して私どもは深く感謝している。

機関別評価案を受けて
1 月 17 日付けの基準協会による「適格」の機関別評価

案を受け、本学委員会その評価案の内容についての検討を

行った。その結果、誤記と判断される箇所の訂正依頼につ

いて表現等訂正の申し立てを行うことを決定し、この件以

外では特に異議申し立ては行わないことを確認した。この

方針については青山学院理事長ならびに院長にも了解を

求め、さらに教授会での承認を得た後に、基準協会第三者

評価審査委員会委員長宛に申し立てを行った。この件は、

基準協会に受け入れられ、本学の申し立てにしたがって訂

正された機関別評価を 3 月に受け取った。

評価を受けて
本学の『報告書』はかなり大部なものとなってしまった。

評価員の方々、ならびに基準協会の方々には、多大のご迷

惑をかけてしまったことをお詫びしなければならない。こ

れは、基準協会より指示された項目すべてをカバーしよう

として、過度に細部に亘った記述を行ったことによる。こ

の点は深く反省している。しかしながら、本レターにす

でに「評価を終えて」を執筆された３校の皆様がそれぞれ

の理由から 100 ページを超えたと述べておられるように、

本学の『報告書』についても経過に関し申し上げたい点

がある。本学は、130 年余の歴史と 2000 名余の学生を持

つキリスト教信仰に基づくミッションスクールであり、授

業、行事、印刷物、多様な委員会の存在などについて通常

でも記述すべきものが数多く存在する。さらに、本学は６

学科と専攻科６専攻を設置しており、現在も一般教育科目

の教員組織が別におかれている。この各学科・専攻のそれ

ぞれが報告書作成に個別の記入を行った。教育課程表だけ

でも 24 ぺージとなった。このようにして結果的に大部の

『報告書』となってしまった。他大学からも教育課定表を

別冊形式にして纏めてはどうかという提案がなされてい

るが、このような対応を柔軟に今後ぜひお願いしたい。

『作成マニュアル』が記述を求めている項目は、特記事

項を除いても多岐に亘りよく考えられている。しかし、そ

れは 140 項目を超えている。さらに特記事項は各校が詳

しく説明したい内容だと思われる。したがってこれも大幅

に削ることは困難である。全体的にページ数を減らす方針

の徹底をぜひお願いしたい。

本学の全学自己点検・評価委員会が 2004 年 4 月に

2005 年度の短期大学基準協会による第三者評価を受ける

ことを協議会に発議してから 2006 年 4 月 25 日に東京・

グランドパレスにおいて適格認定証を受けるまで、実質 2

年の歳月が過ぎ去った。基準協会側からの指示・指導も含

めて、多くの労力と時間が費やされたことになる。それゆ

えに、本学は、単に法律で定められているという理由から

のみだけではなく、基準協会によって公表された機関別評

価と個別に伝えられた領域別評価を真摯に受け止め、これ

をこれからの青山学院女子短期大学の教育全般に積極的

に活かして行かなければならないと考える。現在、本学で

は第三者評価を参考にしつつ、更なる改革に取り組みつつ

ある。また、来年度は本学で定めている『自己点検・評価

報告書』作成の課題があり、これらと合わせて改革の結果

も今後の評価項目の一つとなると考えられる。
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論説２

評価員を経験して

　

髙　木　　　寛（華頂短期大学　事務局長）

評価員候補者研修会
平成 16 年 12 月１日、文京学院短期大学本郷キャンパ

スを会場に「評価員候補者研修会」が開催され、第三者評

価の要綱・短期大学評価基準等が示され詳細にわたって研

修が行われた。

評価の目的は、「短期大学教育の継続的な質の保証を図

り、加えて短期大学の主体的な改革・改善を支援して、短

期大学教育の向上・充実に資することであり、また、評価

システムや評価の結果を公表することによって広く社会

の理解と支持を得る」こと、評価は、「基準評価的な性格

を基本」とするが「それぞれの短期大学が自ら定める教育

目的・教育目標をいかに達成しているか、達成に向けてい

かに努力し、改善の実をあげているかという達成度評価的

な性格を大切にしなければならない」とされ、第三者評価

は、格付け評価でもランキング評価でもないことが確認さ

れた。

評価員研究会
平成 17 年８月４日、日本大学会館を会場に「平成 17

年度評価員研究会」が開催され、短期大学が自らの力によ

るその質の保証、また、評価する側と評価される側とが、

ともに短期大学教育の向上・充実をめざす「ピアーの精神」

で評価の実施に向けた具体的な研修が行われた。

また、この研究会に合わせて各評価チームの打ち合わせ

が行われた。

書面調査・訪問調査
平成 17 年７月初め、評価校の「自己点検・評価報告書」

が送付され、実際の評価活動のスタートとなったが、この

報告書は、「自己点検・評価報告書作成マニュアル」に沿っ

て非常によくまとめられていて、概要理解がスムーズに

行えた。しかし、訪問調査が 9 月初旬に設定されており、

研究会から１カ月という期間で、しかも日常業務の調整も

難しく、まとまった時間がとれず自分自身のまとめが充分

準備できなかった。

９月初旬、評価校への訪問調査に出発、１日目、指定の

宿舎に評価チームが集合し、事前打ち合わせを行い、面接

調査に備える。翌日から２日間にわたり都合３回の面接調

査・学内視察を実施する。評価校の準備はよく統制され

充分なもので気持ちよく実施できた。チーム責任者のリー

ダーシップで手際よく進行したが、90 分×３回は現実に

は少し時間が足りなかったように思う。しかしながら諸般

の事情を考えると全体時間を増やすのも難しいことから、

書面調査期間に何らかの工夫ができるのかなと感じた。

評価チームの構成上、実際に一堂に会することはこの期

間を逃すと見込めないことから、チーム責任者のとりまと

めのもと、できるだけ生の意見交換による評価のまとめを

めざした。このことによって２日目・３日目の評価員会議

は大幅に時間超過をしてしまい、評価校には大変ご迷惑を

おかけした。

平成 17 年度評価員を終えて
チームの評価員の先生方に助けられて、評価員の務めを

何とか果たすことができほっとしている。

私にとって評価員を経験したことは―責任の重さ、こと

の重大性を思うとき自分にその資格があるのかという思

いはあるが―大変よい経験を得たといえる。

また、本学は平成 18 年度の第三者評価を受審し、その

準備・実施を経験し、評価する側と評価される側の立場を

連続して経験したことで、さらに今まで見えていなかった

部分が意識され、とても有意義で勉強になった。

短期大学基準協会の評価理念・精神を思うとき、評価校

と評価チーム間の対話をいかに充実させるかが重要で、そ

のための創意工夫が双方に求められる。

評価員としては、評価校がそれぞれの立場からどんな短

期大学でありたいのか、どんな人材育成をしたいのかを的

確につかみ、より引き出すよう留意した評価に努めるべき

と考える。評価基準に則った評価であるが、それぞれの評

価校の高等教育機関としてのアイデンティティーを大切

に、目標設定に対する達成度にウエイトを置くことが重要

であると実感した。評価校個々の評価ではあるが、短期大

学教育の向上・充実に資するという観点が重要といえる。

その意味でも評価員を経験できたことは、今後の私の職務

の上で示唆に富んだ貴重な財産となったのではないかと

思う。

平成 18 年度の評価実施もいくつかの点で改善が行われ

ているようで、今後さらに充実発展していくものと期待で

きる。

願わくは、「ピアーの精神」で短期大学全体が社会の認

知、評価を得て、教員との距離の近い凝集教育ともいえる

短期大学教育に光が当たるよう努力していきたいものだ。
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高知学園短期大学は、平成 17 年度に短期大学基準協会

による第三者評価を受けた。第三者評価を行う最初の年と

いうこともあって、戸惑いの連続であったが、報告書作成

や評価チームの訪問調査を通して、多くのことを学んだ。

ここでは、ALO として第三者評価の作業を進めてきた立

場から、報告書作成の経緯、ALO 研修会、評価を受けて

良かったことなどを中心に報告する。

研修会と ALO の任務
平成 16 年 6 月、学長室に呼ばれ、ALO に任命された。

その当時は、ALO という耳慣れない言葉にはある種の違

和感が残ったし、また基準協会の求める自己点検評価報

告書の点検項目の意味も私には曖昧模糊としたところが

あった。協会の求める報告書をどのように纏めればよいの

か、また第三者評価になぜ ALO を導入しなければならな

かったのか。これらの疑問を抱きつつ、平成１6 年 11 月

30 日に行われた短期大学基準協会主催による「ALO 研修

会」に参加した。講師の方々の講演を聞き、私が感じてい

た違和感や報告書作成に関わる問題点はほぼ解消された。

その意味で、この研修会は、ALO にとっては、必要にし

て不可欠であろう。もしこの研修会がなければ、多くの

ALO は自らの存在意義を知らずに任務を遂行することに

なったのではないか。

自己点検評価の報告書の作成
ALO の任務は多岐にわたるにしても、まず必要とされ

るのは、自己点検・評価の報告書作成と評価チームとの情

報交換である。

本学は、自己点検評価を学則に定め、自己点検評価委員

会を組織し、平成１0 年から 3 年ごとに教育研究および学

生支援体制を中心に点検評価を行っている。委員会は、教

務部長を委員長とし、各学科から委員を 1 名、および図

書館、教務課、学生課からそれぞれ 1 名を委員として選

出し、それぞれの部門で自己点検評価を行い、最終的に委

員会において報告書として纏めている。

自己点検評価の報告書は平成 10 年以降 3 年に 1 回纏め

ているのでほぼ要領は分かっているが、第三者評価の報告

書の作成に関しては、戸惑うことが多かった。第一に、報

告書作成のマニュアルに理解が困難なところが多い。第二

に、ALO の研修会では、報告書は 100 ページ以内に纏め

るように言われていたが、ひとつひとつの項目を丹念に点

検していくと、2 倍近い分量になってしまう。最初の問題

は、研修会でほぼ解消されたが、分量に関しては協会の要

望通りにはいかなかった。分量は、短期大学の学科数など

によって異なるのは当然ではないだろうか。

評価チームとの連絡と訪問調査
評価チームとは緊急の連絡以外、E-mail で情報交換を

行った。内容は、追加資料の要請、面接調査の日程、本

学への交通手段など多岐にわたった。これまで、メール

チェックを行うことはほとんどなかったが、評価チームの

メンバーが決定した夏以降は毎朝毎夕メールチェックを

行うのが日課となった。

評価チームの先生方を、10 月 5，6，7 日にお迎えする。

先生方からは、重箱の隅をつつくような煩瑣な質問、ある

いはあら探しの類などは一切なかった。評価チームに指摘

されたのは、衛生技術科と保健科の定員超過問題など本学

自身が対応を迫られている問題である。全体としてみる

と、本学の教育研究体制、学生指導、財務など本学のさら

なる発展を目指すための質問が中心であった。

第三者評価を受けて良かったこと
平成17年3月下旬に、本学に「適格認定」通知が届いた。

評価領域 II 教育の内容、III 教育の実施体制、IV 教育目

標の達成度と教育の効果、V 学生支援、VII 社会的活動で

は、「優れている」という評価を得られた。教育の根幹に

関わるこれらの項目において「優れている」という評価を

受けたことは本学のこれまでの教育活動が公式に認めら

れたことを意味し、教職員一同これにすぐる喜びはなかっ

た。

いかなる改革・改善も現状認識から始まることを考える

と、第三者評価は短期大学がおかれている閉塞現状を打破

するためには必要にして不可欠である。ALO としてこの

作業に参加しえたことは私にとって貴重な経験となった。

この経験を今後の短期大学の改革・改善にむけて生かして

いきたい、と思っている。

論説３

ＡＬＯを経験して

　

原　田　正　行（高知学園短期大学　教務部長・教授）
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基準協会の動き

第三者評価

平成 18 年度

●機関別評価案の通知（内示）

評価チームがまとめた評価校の領域別評価を基に、機関別評価原案を作成するため、昨年の 11 月 21 日、22 日及び 12

月６日、７日に亘り第三者評価委員会分科会及び分科会全体会議を開催しました。

11 月 21 日及び 22 日の分科会では、第三者評価委員会の委員と今回専門委員として協力いただいた平成 17 年度評価に

あたった評価員（チーム責任者）の方々が９分科会（１分科会５校程度担当）に分かれて、平成 18 年度評価を行った評

価チーム責任者から当該評価校の評価の概要について説明を受けたのち、評価チームがまとめた領域別評価についての質

疑応答を行いました。その後、全体会議での意見交換及び調整等を行い、再び分科会に分かれて機関別評価原案を作成し

ました。

12 月６日及び７日の分科会全体会議では、分科会で作成した機関別評価原案について慎重に審議を重ね機関別評価原案

を確定しました。

この原案をもとに第三者評価委員会では機関別評価案の作成を行い、12 月 14 日に開催された臨時理事会に機関別評価

案を報告しました。なお、機関別評価案は 12 月 20 日に平成 18 年度評価校へ通知（内示）いたしました。

評価校は、通知（内示）された機関別評価案の記載内容について、事実誤認等により異議の申立てを行うことができます。

１月 25 日（締切）までに提出された異議申立てについては、２月２日に開催される第三者評価審査委員会に諮問し審査

が行われ、審査結果は評議員会及び理事会に報告されます。

（11 月 21 日、22 日　第三者評価委員会分科会全体会議における機関別評価原案の作成）
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（分科会でのヒアリング）

（12 月 6 日、7 日　第三者評価委員会分科会全体会議における機関別評価原案のまとめ）

●次期委員会委員について

委員会委員の構成等に関する検討特別小委員会は、12 月５日及び１月 18 日に委員会を開催しました。同小委員会は、

９月 14 日に開催された第８回理事会において設置が決まり、理事会から次期委員会委員の選考方法及び任期（発令時期

を含む。）のあり方についての検討が諮問されました。審議結果については、２月 15 日の理事会に報告されます。

小委員会のメンバーは次のとおりです。

　　　主査　坂田　正二　副理事長（広島文化短期大学 理事長）

　　　　　　関根　秀和　副理事長（大阪女学院短期大学 学長）

　　　　　　舘　　　昭　理　　事（桜美林大学大学院 教授）

　　　　　　山内　昭人　理　　事（香蘭女子短期大学 理事長・教授）

　　　　　　和野内崇弘　理　　事（札幌国際大学短期大学部 理事長）

　　　　　　齋藤　力夫　監　　事（齋藤力夫公認会計士事務所 公認会計士）
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◆本協会への投稿をお待ちしています。◆

下記の投稿要領を参考に事務局まで、投稿してください。

●投稿資格は、短期大学の教員並びに職員の方、また教育行政に携わっている方など、広く教育機関

にご関係の方。

住所（ご連絡先）、氏名、年齢、所属機関、職名、専門あるいは担当を併記してください。（匿名は

ご遠慮ください。）

●投稿の内容は、

①広く高等教育に関する時評、教育論など

②短期大学の自己点検・評価による改革・改善に資する実施例の紹介など

③短期大学基準協会への意見、要望など

●時評、論説及び自己点検・評価に関する原稿などは、1,600 字又は 800 字程度、その他の原稿は、

800 字又は 400 字程度でお願いします。

●採否は、広報委員会で決定し、原稿の返却はいたしません。掲載分には薄謝と掲載紙５部を進呈い

たします。

●編集の都合により、広報委員会で修正することがあります。

●掲載時期は、広報委員会で決めさせていただきます。

●送付先：〒102－0073　東京都千代田区九段北４－２－ 11（第２星光ビル６F）

　　　　　　　　　　　　　財団法人短期大学基準協会総務課

　　　　　　　　　　　　　TEL（03）3261 － 3594　　FAX（03）3261 － 8954

編集・発行

財団法人 短期大学基準協会　広報委員会

〒 102－0073　東京都千代田区九段北 4－2－11　第２星光ビル６階 

Tel. 03－3261－3594　Fax. 03－3261－8954

E-mail：jimukyoku@jaca.or.jp　（旧）jimukyoku@tankikyo.jp

URL：//www.jaca.or.jp/　（旧）//www.tankikyo.jp/

本協会の第三者評価の第２回目として、今年度は 45 校の評価を進めています。45 の評価チームがまとめた評価校の領域

別評価に基づいて４日間にわたり第三者評価委員会分科会と全体会議を開催して「機関別評価原案」を作成し、第三者評価

委員会では原案に基づいて「機関別評価案」を確定して 12 月 14 日の臨時理事会に報告しました。この機関別評価案は、昨

年度よりもやや早く 12 月 20 日に内示しました。

評価校ではこの原案を検討し、必要があれば「異議申し立て」を本協会に提出し、本協会の第三者評価審査委員会でそれ

について審査を行い、その結果は理事会などに報告されます。３月までに評価を確定し、公表するとともに評価校に通知し

ます。

今年度の評価については、まだ議論する段階ではありませんので、このニュースレターでは、昨年度の評価について、評

価校のＡＬＯあるいは評価員の立場での原稿を３人からいただきました。いずれも初めての体験をどのように準備し、対処

したのかが書かれています。

２回目の評価がほぼ終わりの段階になってきました。これを受けて、巻頭言に清水理事から 100 年以上の歴史のあるアメ

リカのアクレディテーションとの比較で、本協会の第三者評価について原稿をお願いしました。

新年度の委員会構成についての議論が進んでいます。来年度の本協会の活動にご支援とご協力をお願いいたします。

ニュースレターへの投稿をお待ちしています。詳細は別項をご覧ください。 （ＰＨＭ）

編集後記


